
🐟 求人区分 フルタイム

🐟 雇用形態 正社員

🐟 募集職種 水産物の卸売営業

🐟 派遣・請負等 派遣・請負ではない

🐟 募集の理由 欠員補充

🐟 採用人数 若干名

🐟 仕事の内容

🐟 試用期間 あり（3か月）

🐟
試用期間中の

労働条件
同条件

🐟 雇用期間 雇用期間の定めなし

🐟 学歴 高校以上が必須

🐟 必要な経験等 不問

🐟 普通自動車運転免許 必須（AT限定可・入社後、限定解除して頂く場合有）

🐟 年齢 制限あり

🐟 年齢制限範囲 18歳～35歳

🐟
年齢制限該当

事由
キャリア形成

🐟
年齢制限の

理由
【長期勤続によるキャリア形成を図るため】【早朝深夜勤務】

🐟 勤務地 🐟 〒 420-0922

🐟 住所

🐟 マイカー通勤 可能 ／駐車場あり

仕 事 情 報

主に静岡市中央卸売市場内で、水産物の卸売営業に関する業務

を担当していただきます。

（内容）

・主に営業を担当していただきます。

・鮮魚等水産物の集荷、販売、配達、データ入力、商品管理が

業務となります。

静岡県静岡市葵区流通センター１－１

静岡市中央卸売市場内

静鉄バス　こども病院線流通センター入口バス停　徒歩２分



🐟 転勤 なし

🐟 受動喫煙対策 あり（屋内禁煙）

🐟 賃金 200,736円～320,794円

🐟
基本給

（月額平均）
150,000円～250,000円

🐟
定額的に支払わ

れる手当
食事手当7,200円～7,200円

精勤手当10,000円～10,000円

深夜手当19,563円～31,263円

🐟 固定残業代
あり

13,973円～22,331円

🐟
その他の手当等

付記事項
住宅手当：世帯主の場合5,000円

家族手当：扶養家族1人につき3,000円（2人迄）

深夜割増手当については、3.5時間×23日分を支給

🐟
固定残業代に

関する特記事項

時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代と

して支給し、０．５時間を超える時間外労働は追加で支給

🐟 賃金形態 月給

🐟 昇給 🐟 昇給制度 あり

🐟
昇給

（前年度実績）
あり

🐟
昇給金額

／昇給率
1月あたり3,000円～15,000円（前年度実績）

🐟 賞与 🐟 賞与制度の有無 あり

🐟
賞与

（前年度実績）
あり

🐟
賞与

（前年度実績）
年3回

🐟 賞与金額 計2.89ヶ月分（前年度実績）

🐟 通勤手当 当社規定により支給

🐟 給与の締め日 毎月15日

🐟 給与の支払日 🐟 支払月 当月

🐟 支払日 24日

給 与 ・ 手 当



🐟 就業時間 1時30分～11時00分

🐟 時間外労働時間 なし

🐟
月平均時間外

労働時間
なし

🐟
36協定における

特別条項
なし

🐟 月平均労働日数 21.3日

🐟 休憩時間 120分

🐟 年間休日 110日

🐟 休日 その他

🐟 週休二日制 毎週

🐟 その他の休日
静岡市中央卸売市場休日表による

年末年始休暇（５日間）

🐟 年次有給休暇 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数：10日

🐟 加入保険 雇用保険，労災保険，健康保険，厚生年金，財形

🐟 退職金共済 加入

🐟 退職金制度 あり（勤続年数1年以上）

🐟 定年制 あり（定年年齢一律60歳）

🐟 再雇用制度 あり（上限年齢上限65歳まで）

🐟 勤務延長 なし

🐟 入居可能住宅 なし

🐟 利用可能な託児所 なし

🐟 育児休業取得実績 あり

🐟 介護休業取得実績 なし

🐟 看護休暇取得実績 なし

労 働 時 間

待 遇

働 き や す さ



🐟 労働組合 なし

🐟 職務給制度 なし

🐟 復職制度 なし

🐟 フルタイムの就業規則 あり

🐟 パートタイムの就業規則 あり

🐟 会社の特徴 静岡中央卸売市場の水産物部卸売会社（静岡市認可）

🐟 選考方法 面接（予定1回）

🐟 選考結果通知 🐟
選考結果通知

のタイミング
面接選考後

🐟
書類選考結果

通知
ー

🐟
面接選考結果

通知
面接後7日以内

🐟
求職者への通知

方法
郵送，電話

🐟 選考日時 随時

🐟 選考場所 🐟 〒 420-0922

🐟 住所

🐟 応募書類等 🐟 応募書類 履歴書

🐟 送付方法 面接時持参

🐟 応募書類の返戻 あり

🐟 担当者 🐟 課係名 管理部

🐟 役職 部長

🐟 担当者 望月友貴

🐟 電話番号 054-263-3281

🐟 FAX 054-263-3270

🐟 Eメール t-mochizuki@shizuokauoichi.co.jp

静岡県静岡市葵区流通センター１－１

静岡市中央卸売市場内

選 考



🐟 特記事項

特 記 事 項

＊年齢について、

　長期勤続によるキャリア形成のための若年者等を

　対象・法令の規定（年少者の深夜業禁止）


